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とやま中央会 FAX 情報 

２０２２．７．１５ 発行 №６３５ 

 

令和４年度中小企業組合等課題対応支援事業 

（第３次募集）についてのご案内 

- 全国中小企業団体中央会 – 
  

 全国中小企業団体中央会では、中小企業者が経済的・社会的環境の変化に対応するため、新たな活路 

の開拓、単独では解決困難な諸問題、その他中小企業の発展に寄与するテーマ等について、中小企業組 

合、一般社団法人、共同出資組織、任意グループ等（以下「組合等」という）が行う、これを改善するた 

めの取組みに対して、令和４年度中小企業組合等課題対応支援事業（第３次募集）を行っています。

 

１．補助対象者 

 事業協同組合（連合会を含む）、事業協同小組合 

（連合会を含む）、信用協同組合（連合会を含む）、 

企業組合、協業組合、商工組合（連合会を含む）、 

一般社団法人、一般財団法人 等 

２．補助対象となる事業 

（１）中小企業組合等活路開拓事業（展示会等出展・ 

開催を含む） 

（２）組合等情報ネットワークシステム等開発事業 

（３）連合会（全国組合）等研修事業 

３．補助金額、補助率及び補助対象経費 

（１）補助金額 

  ①中小企業組合等活路開拓事業 

   （大規模・高度型） 

上限 2,000万円、下限 100万円 

（通常型） 

上限 1,200万円、下限 100万円 

（展示会等出展・開催） 

上限 1,200万円、下限なし 

  ②組合等情報ネットワークシステム等開発 

事業 

 

（大規模・高度型） 

上限 2,000万円、下限 100万円 

（通常型） 

上限 1,200万円、下限 100万円 

  ③連合会（全国組合）等研修事業 

   上限 300万円、下限なし 

（２）補助率 

   補助対象経費の6/10の範囲内（全事業共通） 

（３）補助対象経費 

  ①中小企業組合等活路開拓事業（展示会等 

出展・開催を除く） 

謝金、旅費、会議費、会場借料、資料費、 

印刷費、借損料、車両借上費、原稿料、通信 

運搬費、雑役務費、外注費、委託費、原材料 

費、燃料費、機械装置等購入費、光熱費 

中小企業組合等活路開拓事業（展示会等 

出展・開催） 

謝金、旅費、会議費、会場借料、資料費、 

印刷費、借損料、原稿料、通信運搬費、 

雑役務費、光熱費、外注費、委託費 

  ②組合等情報ネットワークシステム等開発 
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事業 

謝金等、旅費、会議費、会場借料、資料費、 

印刷費、原稿料、通信運搬費、委託費 

  ③連合会（全国組合）等研修事業 

   謝金、旅費、会議費、会場借料、資料費、 

印刷費、借損料、車両借上費、通信運搬費、 

雑役務費、原材料費、委託費 

４．応募方法 

 下記ＵＲＬより必要書類をダウンロードの上、郵

便等による送付にて提出してください。 

 https://www.chuokai.or.jp/?page_id=1954 

５．応募期間 

令和４年７月１５日（金）～８月１２日（金） 

６．送付・お問い合わせ先 

 全国中小企業団体中央会 振興部 

（活路／展示会／ＮＷ／連合会研修）係宛 

 〒104-0033 東京都中央区新川 1-26-19 

全中・全味ビル 

 ＴＥＬ．０３－３５２３－４９０５ 

 E-mail：shinko-7@mail.chuokai.or.jp 

 

◇ とやま輸出拡大活動支援事業費補助金のご案内 

 

 富山県では、農林水産物等の輸出に取組む生産

者・事業者を支援するため、海外商談会への出展や

現地ニーズを反映した商品開発を支援する「トライ

アル型」と、さらなる販路拡大や現地プロモーショ

ンを支援する「発展型」を兼ね備えた「とやま輸出

拡大活動支援事業費補助金」の募集を行っています。 

 

１．補助対象事業者 

 富山県内の農林水産物の生産者及び食品を製造 

する食品関連企業等 

２．支援内容 

（１）トライアル型 

  ①対象経費 

  ・海外を対象とした展示会、見本市、商談会 

（オンライン含む）への出展 

・海外向け商品開発研究、パッケージ改良、 

成分分析 

  ②補助率 

事業に要する経費の 1/2 

  ③限度額 

50万円以内 

  ④実施期間 単年度 

  ⑤補助回数 

通算２回まで 

（２）発展型 

  ①対象経費 

  ・海外向け商品開発研究、パッケージ改良、 

成分分析 

  ・輸出コンサルティングを活用した市場調査や 

戦略策定、現地プロモーターと連携した販路 

開拓や販促活動 

  ②補助率 

事業に要する経費の 1/2 

  ③限度額 

100万円以内 

  ④実施期間 ２ヵ年度 

  ⑤補助回数 

通算１回まで 

３．応募方法 

 下記ＵＲＬより必要書類をダウンロードし、下記

メールアドレスに提出書類を送付してください。 

 https://www.chuokai-toyama.or.jp/XDHDkc 

 E-mail：ashijyousenryaku@pref.toyama.lg.jp 

４．募集締切 

 令和４年１２月２８日（水） 

５．お問い合わせ先 

 富山県農林水産部市場戦略推進課輸出促進係 

 〒930-0004 富山市桜橋通り 5-13 

富山興銀ビル１１階 

 ＴＥＬ．０７６－４４４－３２２７ 

 ＦＡＸ. ０７６－４４４－４４０７ 

 

◇ 「富山県ＷＥＢ物産展」の商品募集のご案内 

 

 富山県では、富山ファン・特産品購入のリピータ

ーづくりを図るとともに、新型コロナウイルス感染

症の影響により販売機会が減少している県産品の
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販売を促進するため、大手通販サイトで県内事業者

の商品を集めた「富山県ＷＥＢ物産展」を開催いた

します。事業の実施に当たり、当該事業にふさわし

い県内の特産品を募集します。 

１．応募対象者 

 主たる事務所の所在地が富山県内である事業者 

２．事業概要 

（１）実施方法 

   県内の事業者を対象に、富山県らしさを感じ 

られる魅力的な特産品を広く公募し、大手 

通販サイト（楽天市場）で開催する「富山県 

ＷＥＢ物産展」で販売します。あわせて、 

対象商品3,000円（消費税込）以上の購入で 

利用できる 1,000 円引きクーポンを配布し、 

消費喚起を図ります。 

（２）販売期間 

   令和４年１０月２４日（月）～１１月２２日 

（火） 

３．商品募集 

※既に楽天市場に出店されている事業者には、楽天

グループ株式会社から別途、募集案内をします。（ス

ケジュールや商品募集要件の一部が異なりますの

で、ご留意ください。） 

（１）富山県内で生産又は加工された産品（ただし、 

富山県産の原材料を使用している場合は、 

富山県外で生産又は加工されたものであって 

も可）であって、以下の要件を満たすもの 

  ①富山県らしさを感じられる商品であること。 

  ②消費者への直送ができること。 

  ③販売価格（消費税込）が 2,000円以上である 

こと。(セット販売可) 

  ④複数生産が可能であること。（一点もので 

ないこと。） 

  ⑤法令に違反していないこと。 

  ⑥公序良俗に違反していないこと。 

  ⑦知的財産権を侵害していないこと。 

  ⑧ＰＬ保険等各種賠償保険に加入している 

こと。 

  ⑨食品の場合は、ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理 

（小規模な営業者等にあっては、ＨＡＣＣＰ 

に沿った衛生管理）を行っていること。 

（２）納入価格（卸価格）については、以下の範囲 

内であること。 

   食品の場合：販売価格の７０％以下 

   非食品の場合：販売価格の６５％以下 

４．応募方法 

下記ＵＲＬより必要書類をダウンロードの上、メ

ール、郵送、持参又はＦＡＸによる送付にて提出し

てください。 

https://www.chuokai-toyama.or.jp/YzmPdx 

５．応募締切 

 令和４年７月２２日（金）１７時 

６．申込み・お問い合わせ先 

 富山県いきいき物産（株） 

とやまいきいきマーケット事業部 

〒930-0002 富山市新富町 1-2-3 ＣｉＣビル１階 

ＴＥＬ．０７６－４４４－７１３７ 

ＦＡＸ. ０７６－４４４－７１３３ 

E-mail：ikiikimarket@ikiiki-toyama.co.jp 

 

◇ 中小企業のデジタル化支援ポータルサイト 

「みらデジ」リリースのご案内 

 

 中小企業庁では、未来のビジョンに向けて、デジ

タル化を通じた経営課題の設定とその解決を目指

す中小企業のみなさまと、中小企業の取り組みを支

援する各種機関のみなさまの双方をサポートする

元気いっぱいのファーストバンクです。  
新オートローン・新型住宅ローン 

                富山第一銀 行 
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「デジタル化支援ポータルサイト」として、「みらデ

ジ」を開設しました。 

 

１．背景 

 デジタル化は「目的」ではなく、経営課題解決の

ための「手段」です。しかし、経営課題解決のため

の手段としてデジタル化を選ぶ人は、中小企業の約

４割にとどまっています。 

２．趣旨 

 事業者の経営課題や、デジタル化の進捗状況を見

える化し、事業者の方の意識や性質に合わせた適切

な支援方法などを判定する「みらデジ 経営チェッ

ク」、中小企業のみなさまに加え、中小企業を支援す

る上でお悩みを抱える各種支援機関のみなさまか

らのご相談にも専門家が無料で対応する「みらデジ 

リモート相談」など、豊富なコンテンツで、中小企

業のデジタル化による経営課題解決を実現します。 

（１）「みらデジ ポータルサイト」の開設 

  本事業では、中小企業等における未来のビジョ 

ンに向けて、デジタル化を通じた経営課題解決を 

支援するため、「みらデジ ポータルサイト」とい 

うポータルサイトをリリース致しました。 

  課題解決をしたい中小企業等に加え、中小企業 

等を支援する各種機関の皆様にもご活用いただ 

けるサイトとなっております。その他にも、デジ 

タル化による経営改善事例集や、専門家へのイン 

タビュー記事、デジタル化支援に関する施策集な 

ど、多くのコンテンツを掲載しています。 

 

 

 

（２）「みらデジ 経営チェック」の開始 

  事業者の方から経営相談を受ける中で、「事業 

者の経営課題の解決手段として、デジタル化の取 

組を勧めたく、事業者のデジタル化への関心を引 

き出したいが、何かきっかけはないだろうか」、 

「事業者の抱える経営課題に効く適切なＩＴソ 

リューションが分からない」、といったお悩みを 

感じられた場合は、ぜひ「みらデジ 経営チェッ 

ク」(チェックシート)をご活用ください。事業者 

の方が感じられている経営課題や、デジタルツー 

ルの活用状況、デジタル化に対する意識等に関す 

る質問項目に、事業者の方とご一緒にご回答いた 

だくと、同規模同業種の事業者と比較したデジタ 

ル化の進捗状況や、事業者の方の性質に合わせた 

適切な支援方法などがその場で判定されます。 

（３）「みらデジ リモート相談窓口」(無料)の設置 

  また、「専門家による無料相談窓口機能」もご用 

意いたします。事業者の方からのご相談、支援機 

関の方からのご相談、どちらも受け付けますので、 

「事業者からの相談内容の専門性が高く、対応が 

難しい」、「専門家の意見も取り入れつつ支援を行 

いたい」、といった場合にはぜひご活用ください。 

３．サイトのご案内 

 「みらデジ ポータルサイト」へは下記ＵＲＬより

アクセスできます。 

 https://miradigi.go.jp/ 

４．お問い合わせ先 

 株式会社パソナ 令和３年度 事業環境変化対応

型支援事業(デジタル化診断事業)事務局 

 ＴＥＬ．０３－６２６２－６７１１ 

 E-mail：mira-digi@pasona.co.jp 
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